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旧優生保護法最高裁違憲判決――国際人権法の視点から

事実の概要

　本件は、旧優生保護法（以下、昭和 27 年の改正後、
平成 8 年母体保護法への改正前のものをいう）の規
定に基づき不妊手術を受けた被上告人Ｘ１、Ｘ２、
Ｘ３らが、同法 3 条 1 項 1 号から 3 号までと 10
条または 13 条 2 項（以下、「本件規定」）は、憲法
13 条、14 条 1 項等に違反しており、国会議員に
よる立法行為は違法であって、これに基づき不妊
手術が行われたことで精神的・肉体的苦痛を被っ
たと主張して、国家賠償法 1 条 1 項に基づく損
害賠償を求めた事案である。本件に関する損害賠
償請求権が、平成 29 年改正以前の民法（以下、「改
正前民法」）724 条後段の期間の経過により消滅し
たか否かが争われた。
　旧優生保護法は、不良な子孫の出生防止と母性
の生命健康の保護を目的とし（1 条）、命令で定め
る生殖を不能にする手術を優生手術と定義した（2
条 1 項）。医師は、3 条 1 項各号に該当する者に
対し、本人および配偶者があるときはその同意を
得て優生手術を行うことができるとされており、
また、診断の結果、同法別表の疾患を確認した者
に対し、優生手術を行うことが公益上必要である
と認めるときは、都道府県優生保護委員会に優生
手術実施の適否の審査を申請でき（4 条）、優生手
術が適当との決定またはこれに関する判決が確定
したときは、上記委員会の指定した医師が優生手

術を行うとされていた（10 条）。
　ともに聴覚障害を有するＸ１と妻ａの場合、妊
娠が判明した翌日にａが自身の母親に病院に連れ
ていかれ、人工妊娠中絶と不妊手術を受けた。手
術は、ａの母親の同意によりａとＸ１の同意があっ
たものとして、本件規定 3 条 1 項 1 号に基づき
実施された。やはりともに聴覚障害を有するＸ２

と夫ｂの場合、婚姻後、ｂが母親に連れられて病
院に行き、不妊手術を受けた。この場合も、ｂの
母親の同意によりｂの同意があったものとして手
術が実施された。先天性脳性小児麻痺と診断され
た女性Ｘ３については、本件規定 13 条 2 項によ
る都道府県優生保護審査会の決定に基づき、不妊
手術が行われた。

判決の要旨

　１　憲法 13条および 14 条 1項違反
　(1)　「憲法 13 条は、人格的生存に関わる重要
な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲
を受けない自由を保障しているところ（最高裁令
和 2 年（ク）第 993 号同 5 年 10 月 25 日大法廷
決定・民集 77 巻 7 号 1792 頁参照）、不妊手術は、
生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体
への侵襲であるから、不妊手術を受けることを強
制することは、上記自由に対する重大な制約に当
たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊
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手術を受けることを強制することは、同条に反し
許されないというべきである。」
　(2)　「憲法 13 条は個人の尊厳と人格の尊重を
宣言しているところ、本件規定の立法目的は、特
定の障害等を有する者が不良であり、そのような
者の出生を防止する必要があるとする点におい
て、立法当時の社会状況をいかに勘案したとして
も、正当とはいえないものであることが明らかで
あり、本件規定は、そのような立法目的の下で特
定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠
牲を求める点において、個人の尊厳と人格の尊重
の精神に著しく反するものといわざるを得ない。」

「したがって、本件規定により不妊手術を行うこ
とに正当な理由があるとは認められず、本件規定
により不妊手術を受けることを強制することは、
憲法 13 条に反し許されないというべきである。
なお、本件規定中の優生保護法 3 条 1 項 1 号か
ら 3 号までの規定は、本人の同意を不妊手術実
施の要件としている。しかし、同規定は、本件規
定中のその余の規定と同様に、専ら優生上の見地
から特定の個人に重大な犠牲を払わせようとする
ものであり、そのような規定により行われる不妊
手術について本人に同意を求めるということ自体
が、個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許され
ないのであって、これに応じてされた同意がある
ことをもって当該不妊手術が強制にわたらないと
いうことはできない。」
　(3)　「憲法 14 条 1 項は、法の下の平等を定め
ており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的
な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取
扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきこと
は、当裁判所の判例とするところである（最高
裁昭和 37 年（オ）第 1472 号同 39 年 5 月 27 日
大法廷判決・民集 18 巻 4 号 676 頁、最高裁昭和
45 年（あ）第 1310 号同 48 年 4 月 4 日大法廷判決・
刑集 27 巻 3 号 265 頁等）。しかるところ、本件
規定は、①特定の障害等を有する者、②配偶者が
特定の障害等を有する者及び③本人又は配偶者の
4 親等以内の血族関係にある者が特定の障害等を
有する者を不妊手術の対象者と定めているが、上
記のとおり、本件規定により不妊手術を行うこと
に正当な理由があるとは認められないから、上記
①から③までの者を本件規定により行われる不妊
手術の対象者と定めてそれ以外の者と区別するこ
とは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに

当たるものといわざるを得ない。」
　「以上によれば、本件規定は、憲法 13 条及び
14 条 1 項に違反するものであったというべきで
ある。そして、以上に述べたところからすれば、
本件規定の内容は、国民に憲法上保障されている
権利を違法に侵害するものであることが明白で
あったというべきであるから、本件規定に係る国
会議員の立法行為は、国家賠償法 1 条 1 項の適
用上、違法の評価を受けると解するのが相当であ
る（最高裁平成 13 年（行ツ）第 82 号、第 83 号、
同年（行ヒ）第 76 号、第 77 号同 17 年 9 月 14
日大法廷判決・民集 59 巻 7 号 2087 頁参照）。」

　２　改正前民法 724 条後段による
　　　除斥期間について
　「上告人は、上記のとおり憲法 13 条及び 14 条
1 項に違反する本件規定に基づいて、昭和 23 年
から平成 8 年までの約 48 年もの長期間にわたり、
国家の政策として、正当な理由に基づかずに特定
の障害等を有する者等を差別してこれらの者に重
大な犠牲を求める施策を実施してきたものであ
る。さらに、上告人は、その実施に当たり、審査
を要件とする優生手術を行う際には身体の拘束、
麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許さ
れる場合がある旨の昭和 28 年次官通知を各都道
府県知事宛てに発出するなどして、優生手術を行
うことを積極的に推進していた。そして、上記施
策が実施された結果として、少なくとも約 2 万
5000 人もの多数の者が本件規定に基づいて不妊
手術を受け、これにより生殖能力を喪失するとい
う重大な被害を受けるに至ったというのである。
これらの点に鑑みると、本件規定の立法行為に係
る上告人の責任は極めて重大であるといわざるを
得ない。」
　「公務員の不法行為により損害を受けた者が国
又は公共団体にその賠償を求める権利について定
める憲法 17 条の趣旨をも踏まえれば、本件規定
の問題性が認識されて平成 8 年に本件規定が削
除された後、国会において、適切に立法裁量権を
行使して速やかに補償の措置を講ずることが強く
期待される状況にあったというべきである。そう
であるにもかかわらず、上告人は、その後も長期
間にわたって、本件規定により行われた不妊手術
は適法であり、補償はしないという立場をとり続
けてきたものである。」
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　「以上の諸事情に照らすと、本件訴えが除斥期
間の経過後に提起されたということの一事をもっ
て、本件請求権が消滅したものとして上告人が第
1 審原告らに対する損害賠償責任を免れること
は、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認す
ることができないというべきである。」「上記請求
権が除斥期間の経過により消滅したものとするこ
とが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認す
ることができない場合には、裁判所は、除斥期間
の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許さ
れないと判断することができると解するのが相当
である。これと異なる趣旨をいう平成元年判決１）

その他の当裁判所の判例は、いずれも変更すべき
である。」

判例の解説

　一　はじめに
　本判決は、上記のとおり、障害者に対する強制
的な不妊手術に関する旧優生保護法の規定は、①
憲法 13 条が保障する自己の意思に反して身体へ
の侵襲を受けない自由の重大な制約であること、
②その立法目的は個人の尊厳と人格の尊重の精神
に著しく反し、本件規定による不妊手術の実施に
正当な理由があるとは認められず、その強制は許
されないこと、③障害を持つ者をそれ以外の者と
区別し不妊手術の対象とすることは、憲法 14 条
1 項に反する合理的な根拠に基づかない差別的取
扱いに当たることを明確に示し、本件規定を制定
した立法行為は違法であると結論した。また、改
正前民法 724 条後段により除斥期間の経過によ
り請求権が消滅したとすることが著しく正義・公
平の理念に反し、到底容認することができない場
合、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反する、
または権利の濫用として許されないと判断できる
ものとした。本判決を受けて、2024 年 10 月に「旧
優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対
する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、
2025 年 1 月の施行と同時に補償金の請求受付が
開始された。

　二　国際人権条約機関による勧告
　本判決でも言及されているとおり、本件規定に
よる不妊手術が被害者に対する補償を必要とする
人権侵害であるということは、自由権規約委員会

および女性差別撤廃委員会（以下、「CEDAW」）の
勧告により、少なくとも 1998 年から認識されて
いた事実である。同年の自由権規約委員会の日
本政府報告に対する総括所見は、「障害を持つ女
性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制
不妊の対象となった人たちの補償を受ける権利を
規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措
置が取られることを勧告」したが、日本政府は、
2006 年、同委員会への報告において、「優生保護
法に基づき適法に行われた手術については、過去
に遡って保障することは考えていない」と述べて
いた。また、CEDAW は、2016 年の最終見解で、

「優生保護法に基づく強制的な不妊手術を受けた
すべての被害者に支援の手を差し伸べ、被害者が
法的救済を受け、補償とリハビリテーションの措
置の提供を受けられるようにするため、具体的な
取組を行うことを勧告」した。しかし、「旧優生
保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一
時金の支給等に関する法律」が成立した 2019 年
4 月までの間、補償措置は講じられず、国は、「本
件請求権は改正前民法 724 条後段の期間の経過
により消滅した旨を主張」してきた。本判決は、
これら国際人権条約機関からの勧告の存在を踏ま
え、人権侵害とその救済を示したものとして画期
的である。
　なお、本件訴えの提起後に出された障害者権利
委員会（以下、「CRPD」）の第 1 回日本政府報告に
対する総括所見２）においても、「全ての被害者が
明示的に謝罪され、適切に補償されるよう、すべ
ての事例の特定と関係する個人それぞれへの適切
な補償を確保するために、（中略）障害者団体と
緊密に協力しながら、申請期限を限定しない方法
で、旧優生保護法下での優生手術被害者のための
補償制度を見直すこと」が勧告された（パラグラ
フ（以下、「パラ」）38(a)）。

　三　平等と差別禁止の視点から：障害者の
　　　自己決定権と同意
　本判決は、本件規定が障害者を排除しようとす
る非常に差別的なものであることを明らかにし
た。CRPD の一般意見 6 号３）は、個人の尊厳、全
体性（integrity）４）、平等が、実際に障害を持つあ
るいは障害があるとみなされている者に対して否
定されてきたこと、そのため、同意のないあるい
は強制的な制度による不妊手術など、残虐な形態
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の差別がこれまで生じ、現在も生じていることを
指摘している（パラ 7）。本判決は、審査を要件と
する優生手術について、本人の意思を無視するこ
とを促すような次官通知が発出された事実に加
え、本人の同意を要件とする不妊手術について
も、このような手術に本人の同意を求めること自
体が「個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許さ
れない」こと、周囲からの圧力等の影響も容易に
想定されるなど、「その実質において、不妊手術
を受けることを強制するものであることに変わり
はないというべきである」ことを指摘した。なお、
本件ａとｂの手術についての同意は、それぞれの
母親が代理で行ったものである。CRPD 一般意見
1 号５）は、障害者の法的能力の否定が、リプロダ
クティブ・ライツや親としての権利、医療措置に
関する同意などを含む、障害者の基本的権利をは
く奪してきたと述べ（パラ 8）、代替的意思決定パ
ラダイムから支援による意思決定への移行を要請
している（パラ 3）。

　四　複合差別／交差差別の視点から：障害者で
　　　あり、女性であること
　本件規定による優生手術実施件数総数 24,993
件の 75.2％は、女性に対する手術であった６）。「不
良な子孫」の出生防止を目的とした本件規定の実
施に関し、「産む性」としての女性が主な対象と
されたであろうことは容易に想像でき、本件も、
CRPD の一般意見 3 号７）が指摘するように、障害
を持つ女性が「ジェンダーと障害という交差的な
形態の差別」によって、強制的不妊手術を受けさ
せられた事案であるといえる（パラ 4(c)）。同一般
意見は、「強制、脅迫および他の自発的でない妊
娠あるいは不妊手術」や、避妊や中絶を含む、事
前の自由なインフォームド・コンセント（FPIC）
なしに行われる医療処置や介入は、「残虐、非人
道的、あるいは品位を傷つける取り扱いまたは刑
罰に相当し、多くの国際人権条約の違反となる
可能性がある」とも述べている（パラ 32）。なお、
前述の CRPD の日本に対する総括所見では、障害
を有する女性と少女に対する子宮摘出を含む強制
不妊手術と強制中絶手術を明示的に禁止すること
等が求められている（パラ 38(b)）。

　五　時間的管轄権
　国際人権条約機関における個人通報制度８）で

は、通報対象となった事実が当該締約国に対する
同制度の発効以前に生じたものではないことが受
理要件のひとつとなっているが、当該事実がこの
期日以降も継続している場合はこの限りではない
とされ９）、当該条約機関の時間的管轄権が認めら
れる場合がある。CEDAW では、締約国に対する
女性差別撤廃条約選択議定書発効前に行われた
非自発的不妊手術に関し、通報者の被害が継続
しているとして、条約違反が認定された事例が
ある 10）。
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務省ホームページ「人権外交」内「人権条約体」から
閲 覧 可 能（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.
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